
 

第 13次鳥獣保護管理事業計画策定のための検討事項について（案） 

  

１ 主な計画事項に関する検討内容  

※（◎）は第 2 回鳥獣部会（令和 3 年 6月実施済）において議題に挙げたものを示している。 

 

（１）鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項 

 第 13 次事業計画期間中に存続期間満了となる 10 地区（特別保護地区 4 地区を含む）の期間を

延長（20年を想定）することとする（◎）。 

 大型ほ乳類の市街地出没防止を目的とした鳥獣保護区（生息地回廊）の新規指定における妥当性

について検討（資料 2-2参照）。 

（２）鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項  

 狩猟禁止鳥獣に指定されているツキノワグマについて、第 13次事業計画においても引き続き継

続する（◎）。 

 有害鳥獣捕獲について、これまで曖昧だった保護対象種の定義や記載内容を整理。 

 近年の沿岸部におけるウミネコの営巣（鳴き声による騒音や糞害等）による生活環境被害状況を

考慮し、予察捕獲有害捕獲鳥獣の新規追加の是非について検討（資料 2-3参照）。 

 近年の都市部におけるムクドリ（鳴き声による騒音や糞害等）による生活環境被害状況に鑑み、

予察捕獲有害捕獲鳥獣の新規追加の是非について検討（資料 2-4参照）。 

 捕獲した鳥獣を致死させる場合のできる限り苦痛を与えない方法について、致死方法の追加（電

気止め刺し）の妥当性について検討。（資料 2-5参照） 

 新たに「錯誤捕獲の防止」の項目を追加することの是非について検討（資料 2-6参照）。 

（３）特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟具に関する事項 

 第 13次事業計画期間中に存続期間満了となる 6地区の期間を延長（10年を想定）することとす

る（◎）。 

（４）特定計画に関する事項 

 第 2種シカ管理計画の改定 

（５）鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項 

 野生鳥獣の保護及び管理の担い手の育成について、都の実情を踏まえた方針を検討（資料 2-7参

照）。 

（６）その他 

 イノシシについて、近年の生息状況等を考慮し、救護対象から除外する（◎）。 

 全国同様に都内においても、ニホンジカやイノシシ等の大型ほ乳類の市街地出没件数が増加傾

向にあることから、都内で出没した際の対応方針、関係機関との連絡体制の強化を図ることとし

た（◎）。 

 傷病鳥獣救護の基本的な対応について救護対象となる鳥獣の選定及び方針を再検討。（資料 2-8

参照） 

 新たに「鳥類の鉛中毒の発生防止」の項目を追加することの是非について検討。 

 野生鳥獣の感染症について、「高病原性インフルエンザ」「豚熱」「その他感染症（SFTS 等）」の

項目に分けて記載することの是非を検討する。  

資料２－１

２ 



２ 鳥獣保護管理事業計画の体系 

 

 

 



 

４ 第 12次鳥獣保護管理事業計画と今回検討する第 13次鳥獣保護管理事業計画の比較 

事項 第 12次計画 ページ 第 13次計画（案） 変更のポイント・留意点 

第一 計画期間 平 29.４.１～平 34.３.31 p１ 令４.４.１～令９.３.31 〇令和３年度に自然環境審議会付議 

第二 鳥獣保護区等 １ 鳥獣保護区の指定 

(2) 指定計画等 

 当該鳥獣の保護のために重要と認める区域を指

定 

p１ １ 鳥獣保護区の指定 

(2) 指定計画等 

 現時点では、新規追加候補はない。 

 区市町村等ヒアリングや令和 3年度委託調査により指定の必要

性がある区域があれば追加する。 

 計画期間内に存続期間満了を迎える保護区（10地区）について

は、更新する。 

〇存続期間満了となる鳥獣保護区（特別保護地

区を含む）は、指定目的及び鳥獣保護区の管

理状況調査報告書等から鳥獣の生息状況、環

境変化等を勘案し、期間を延長（20年を想定）

する。 

第三 鳥獣の人工増殖に関す

る事項 

（略） p12 （略）  

第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類

の卵の採取等の許可に関する

事項 

１ 鳥獣の区分と保護及び管理の考え方 

(2) 狩猟鳥獣 

 ツキノワグマを特に保護を図る必要がある対象

狩猟鳥獣と認め、平成 29年４月１日から平成 34

年３月 31日まで狩猟禁止とする。 

３－３ 鳥獣の管理を目的とする場合 

(2) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る

被害の防止の目的 

４―１ 捕獲許可した者への指導 

(1) 捕獲物又は採取物の処理等 

p14 １ 鳥獣の区分と保護及び管理の考え方 

（２）狩猟鳥獣 

 ツキノワグマの狩猟禁止を継続とする。 

 

 

３－３ 鳥獣の管理を目的とする場合 

(2) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の

目的 

 予察表の加害鳥獣、記載内容について更新の是非を検討する。 

４―１ 捕獲許可した者への指導 

(1) 捕獲物又は採取物の処理等 

 苦痛を与えない致死方法について更新の是非を検討する。 

(5) 錯誤捕獲の防止 

 新たに「錯誤捕獲の防止」の項目を追加することの是非を検討

する。 

〇2017～2020 年のツキノワグマ生息状況等調

査結果を踏まえ、第 12 次事業計画の方針を

継続することする。 

 

 

 

〇予察表への加害鳥獣の追加（ｳﾐﾈｺ）、生活環境

被害の追加（ﾑｸﾄﾞﾘ）、記載項目の変更等の妥

当性について検討する。 

 

〇致死方法追加（電気止め刺し）の妥当性につ

いて検討する。 

第五 特定猟具使用禁止区域、

特定猟具使用制限区域及び猟

区に関する事項 

１ 特定猟具使用禁止区域 

 

 

p36 １ 特定猟具使用禁止区域 

 計画期間内に存続期間満了を迎える特定猟具使用禁止区域（８

区域）については、更新する。 

〇特定猟具使用禁止区域の期間を延長（10年を

想定）する。 

第六 特定計画に関する事項 10 計画の見直し 

 計画が終期を迎えたときは、設定された目標の達

成度や保護事業又は管理事業の効果を評価し、必

要に応じて計画の見直しを行うものとする。 

p38 10 計画の見直し 

 第 2種シカ管理事業計画の改定の是非を検討する。 

〇ツキノワグマ、イノシシについては、生息

状況調査の結果により、第 12次事業計画時

点から生息域の広がりは見られるものの、

生息数に大きな変化はないため、第 12次事

業計画の方針を継続することの是非を検討

する。 



 

事項 第 12次計画 ページ 第 13次計画（案） 変更のポイント・留意点 

第七 鳥獣の生息状況の調査

に関する事項 

（略） p44 （略）  

第八 鳥獣保護管理事業の実

施体制に関する事項 

（略） p50 （略）  

第九 その他 １ 傷病鳥獣救護の基本的な対応 

２ 油等による汚染に伴う水鳥の救護 

 

 

 

 

３ 感染症への対応 

(1) 野生鳥獣における感染症への対応 

 

 

 

 

 

４ 普及啓発 

５ 小笠原諸島における鳥獣保護区等について 

p56 １ 傷病鳥獣救護の基本的な考え方 

 保護対象種及び保護の対象としない種の定義の更新について

検討する。 

３ 鳥類の鉛中毒の発生防止 

 新たに「鳥類の鉛中毒の発生防止」の項目を追加することの是

非を検討する。 

４ 感染症への対応 

 野生鳥獣の感染症について、「高病原性インフルエンザ」「豚熱」

「その他感染症（SFTS 等）」の項目に分けて記載することの是

非を検討する。 

５ 大型獣類の市街地出没への対応 

 新たに「大型獣類の市街地出没への対応」の項目を追加するこ

との是非を検討する。 

〇これまで明示していなかった保護対象種及

び保護の対象としない種の定義について検

討する。 

 



 

※中央環境審議会 自然環境部会（第 44回） （R3.8.27）資料より抜粋 

 

別紙-１ 


